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埼玉県土地区画整理事業県道整備費交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 県は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」という。）

第２条に規定する土地区画整理事業（以下「事業」という。）の県道整備の促

進を図るため、市町村が施行するもの（以下「市町村施行」という。）又は組

合等（法の規定に基づき事業を施行する土地区画整理組合（土地区画整理組合の設

立に必要な数の地権者（施行予定地区内の宅地について所有権又は借地権を有する

者）が参加している準備組織を含む。）、個人施行者（「大都市地域における住宅

及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」（昭和５０年法律第６７号）第１０

条の規定に基づく特定土地区画整理事業（以下「特定土地区画整理事業」という。）

を単独で又は共同して施行する公的主体に限る。）、農住組合（特定土地区画整理

事業を施行するものに限る。）、独立行政法人都市再生機構及び埼玉県住宅供給公

社をいう。以下同じ。）が施行するものに対し土地区画整理事業に要する経費の

補助を市町村が行うもの（以下「組合等施行」という。）であって、その施行

区域内に都市計画決定済みの県道等（県道及び県へ移管することについて市町

村長と知事との間に協議が成立している道路をいう。以下同じ。）を含むもの

に対し、予算の範囲内において、「社会資本整備総合交付金交付要綱について」

（平成２２年３月２６日国官会第２３１７号）第６の一に定める事業に充てる

ため、市町村施行においては施行者に、組合等施行においては補助する市町村

に対し、補助金を交付することができる。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和

４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の要綱に定めるところによる。 

 

（補助金の算出） 

第２条 補助金は、次により算出した額とする。 

市町村施行においては「土地区画整理補助事業の実施細目の改訂について（平

成１５年６月１０日付け国都市第８５号）」国通知別紙第１「公共団体等区画

整理補助事業実施細目」、組合等施行においては同通知別紙第２「組合等区画



整理補助事業実施細目」により国に了承された実施計画書の基本事業費のうち、

都市計画決定済みの県道等に対する事業費（以下「県道等整備費」という。）

の３分の１を限度とした額とする。 

 

（各年度の補助金額） 

第３条 各年度の補助金は、前条で算定した額に当該年度の県道等整備費に係る

国庫補助事業等に係る事業費の割合を乗じて得た額を限度として、知事の定め

る額とする。 

 
 〔限度額算定式〕 
 
                      １       県 道 等 整 備 費 に 係 る 
                         × 
                       ３        国庫補助事業等の当該年度の事業費 
 
 

（申請書の様式等） 

第４条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１－１号及び１－２号のと

おりとする。 

２ 第１項の申請書の提出期限は、毎会計年度、県が定め、別途通知する日とし、

その提出部数は、１部とする。 

 

（記載事項等） 

第５条 規則第４条第２項第１号、第２号及び第４号に掲げる事項に係る書類の

添付は、要しない。 

 

（交付決定通知書の様式） 

第６条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２－１号及び２－２号の

とおりとする。 

 

（報告書の様式） 

第７条 規則第１３条の報告書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各



号に定めるとおりとする。 

(1) 補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたい時を含む。）

  に提出するもの                                    様式第３－１号 

(2) 補助金の交付の決定に係る会計年度（以下「事業年度」という。）が終了

  したときに提出するもの                               様式第３－２号 

２ 規則第１３条の報告書の提出期限は、補助事業の完了（補助事業の廃止及び

事業年度の終了の場合を含む）した日から起算して３０日を経過した日又は補

助事業年度の末日のどちらか早い日までとする。 

 

（補助金の交付） 

第８条 県は、事業の円滑な実施を図るために必要があると認めたときは、補助

事業の遂行の度合いに応じ、補助金の概算払いをすることができる。 

２ 補助金の交付は、様式第４号の請求書に基づき行うものとする。 

 

（額の確定） 

第９条 規則第１４条の補助金の額の確定通知は、様式第５号の通知書により行

うものとする。 

 

（残存物件） 

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した場合において、補助金の交付の対象

となった機械器具、仮設物その他の備品（以下「備品」という。）及び材料が

残存するときは、備品及び材料の残存価格（補助事業等における残存物件の取

り扱いについて（昭和３４年３月１２日付け建設省会発第７４号）の記の２の

（５）の規定により算出した額をいう。）に補助の対象となった経費に対する

補助金の割合を乗じて得た金額を県に納付しなければならない。ただし、同種

の補助事業に備品及び材料を継続して使用する場合はこの限りではない。 

 

（繰越） 

第11条 補助事業者は、予算に定められた繰越明許費について、当該補助金を翌

年度に繰越す必要がある場合、様式第６号により申請するものとする。 



 

（書類の整備等） 

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備

え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する事業

年度の翌事業年度から５年間かつ事業の換地処分の公告があった日の翌年度末

まで保管しなければならない。なお、県との協議により保管期間を変更するこ

とができるものとする。 

 

（暴力団排除に関する誓約）  

第13条 補助事業者は、別紙３記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の

交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したも

のとする。 

 

附 則 

この要綱は、昭和５３年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、昭和６１年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、昭和６２年１０月９日から適用する。 

附 則 

この要綱は、昭和６３年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成元年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成４年１２月１日から施行する。なお、平成４年度の補助金か

ら適用する。 

附 則 

この要綱は、平成９年度の補助金から適用する。 



なお、地方特定道路単独事業については、埼玉県地方特定道路公共団体土地区

画整理事業補助金交付要綱を適用する。 

附 則 

この要綱は、平成１１年度の補助金から適用する。 

    附 則 

この要綱は、平成１２年度の補助金から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成２０年度の補助金から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成２０年８月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 なお、令和２年３月３１日以前に事業認可を受けた組合等については、従前の

とおりとし、別添によるものとする。 

  附 則 

この要綱は、令和３年２月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

要綱第13条の補助事業者には、要綱第1条第1項の規定に基づき市町村から補助

を受ける組合等を含む。 

なお、要綱第13条の規定は、別添にも適用する。 

 

 

 

 

 



別添 

 

（補助） 

第１条 県は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」という。）の

規定に基づき令和２年３月３１日以前に認可を受けた土地区画整理事業（以下「事業」

という。）を施行する土地区画整理組合（土地区画整理組合の設立に必要な数の地権

者（施行予定地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者）が参加している準

備組織を含む。）、個人施行者（「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進

に関する特別措置法」（昭和５０年法律第６７号）第１０条の規定に基づく特定土地

区画整理事業（以下「特定土地区画整理事業」という。）を単独で又は共同して施行

する公的主体に限る。）、農住組合（特定土地区画整理事業を施行するものに限る。）、

独立行政法人都市再生機構及び埼玉県住宅供給公社（以下「組合等」という。）に対

し、予算の範囲内において、「社会資本整備総合交付金交付要綱について」（平成２

２年３月２６日国官会第２３１７号）第６の一に定める事業に充てるため、補助金を

交付する。ただし、法第１２０条の規定に基づく街路事業（国土交通省都市・地域整

備局所管国庫補助事業）に係る公共施設管理者負担金を受け又は受けようとする組合

等ついては、この補助は行わない。 

２ 前項の補助金の交付に関して補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉

県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、本別添に定めるとこ

ろによる。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号に掲

げる要件のすべてに該当する事業とする。ただし、組合等が施行する特定土地区画整

理事業又は独立行政法人都市再生機構若しくは埼玉県住宅供給公社が施行する土地区

画整理事業（特定土地区画整理事業を除く）にあっては、第１号から第３号までに掲

げる要件のすべてに該当することで足りるものとする。 

 (1)組合等が法第３条の４の規定により都市計画事業として施行する事業であること。 

 (2)施行地区の面積が原則として１０ヘクタール以上（人口集中地区（ＤＩＤ）に係る

又は隣接する区域に存する地区にあっては５ヘクタール以上）であること。         

 (3)街路事業（国土交通省都市・地域整備局所管国庫補助事業）の採択基準に適合する

都市計画道路の新設又は改築を含む地区であること。 

 (4)当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、広場、公園、緑地、河

川等公共の用に供する面積の合計が施行地区の面積のおおむね２５パーセント以上

であること。 

 (5)施行地区内の都市計画において定められた道路（広場を含む。以下同じ。）のうち



原則として幅員１２メートル以上（人口集中地区（ＤＩＤ）に係る又は隣接する区

域に存する地区、及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特

別措置法（昭和５０年法律第６７号）第２条に規定する大都市地域に該当する地区

にあっては幅員８メートル以上）の道路を用地買収方式により整備することとして

積算した事業費（以下「用地買収方式事業費」という。）が当該事業の総事業費の

３分の１以上であること。ただし、施行地区の面積が２０ヘクタール以上について

は、この限りではない。 

 

（補助対象経費） 

第３条 補助金交付の対象となる経費は、組合等区画整理補助事業実施細目（平成１５

年６月１０日国都市第８５号）第２に定める補助対象の範囲のうち事務費に係る部分

を除くものとする。ただし、これによりがたい場合及び特に必要がある場合において

は、県は組合等と協議して定めるものとする。 

    

（補助額）                              

第４条 補助額は事業の総事業費から次の各号に掲げるものを減じた額とする。ただし、

第２条第１項第５号に規定する道路の用地買収方式事業費の額を限度とする。 

 (1)保留地処分金 

 (2)当該補助金以外の補助金等 

 (3)鉄道負担金 

 (4)公共施設管理者負担金 

 (5)賦課金 

 (6)寄付金その他これらに類するもの。 

２ 平成２１年４月１日以降に事業認可を受けた組合等に対する補助額は、第１項のた

だし書きに依らず、県が管理する若しくは管理することが予定されている都市計画道

路の用地買収方式事業費の額を限度とする。 

 

（交付申請） 

第５条 規則第４条第１項の申請書の様式は、別添様式第１号のとおりとする。 

２ 前項の申請書の提出部数は、正副２通とする。 

３ 規則第４条第２項第５号に規定するその他知事が定める事項を記載した書類は、次

の各号に掲げる書類とし、その様式及び記載方法は、「都市・地域整備局所管国庫補

助金交付申請等要領」（平成１３年６月２７日国都総第２０００号）に定める例によ

るものとする。ただし、組合等は県と協議して書類の一部を省略することができる。 

  (1)工事設計書 

 (2)図面 



 (3)実施予定箇所図（５千分の１程度の平面図に実施予定箇所を明示したもの） 

４ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

 

（交付決定通知書） 

第６条 規則第７条の交付決定通知書の様式は別添様式第２号のとおりとする。 

 

（事業の執行） 

第７条 事業の執行にあたり請負その他契約を締結する場合には地方自治法第２３４条

の規定に準じて行わなければならない。 

 

（状況報告） 

第８条 組合等は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行の状況に関し、その都

度指定する様式で知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告書） 

第９条 規則第１３条の実績報告書の様式は、別添様式第３号のとおりとする。 

２ 前項の実績報告書の提出部数は、正副２通とする。 

３ 第１項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとし、その様式及

び記載方法は、「都市・地域整備局所管補助事業等の実績報告書の取扱いについて」

（昭和４５年６月２３日建設省国都総発第１７１号）に定める例によるものとする。 

 (1)発生物件精算調書 

 (2)材料精算調書 

 (3)備品精算調書 

 (4)完了箇所図（５千分の１程度の平面図に完了箇所を明示したもの） 

４ 第１項の実績報告書の提出期限は、次の各号のとおりとする。 

 (1)補助事業が完了したとき（補助事業の廃止を含む。）は、補助事業が完了した日か

ら起算して３０日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する県の会計年度の

末日のいずれか早い日とする。 

 (2)補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、県の会計年度の末日とする。 

 

（補助金の交付） 

第１０条 県は、事業の円滑な実施を図るために必要があると認められたときは、補助

事業の遂行の度合いに応じ、補助金の概算払いをすることができる。 

２ 補助金の交付は、組合等の提出する補助金交付決定通知書の写しを添えた別添様式

第４号の請求書に基づき行うものとする。 

 



 

（額の確定） 

第１０条の２ 規則第１４条の補助金の額の確定通知は、別添様式第５号の通知書によ

り行うものとする。 

 

（残存物件） 

第１１条 組合等は、補助事業を完了した場合において補助金の対象となった機械器具、

仮設物その他の備品（以下「備品」という。）及び材料が残存するときは、備品及び

材料の残存価格（補助事業等における残存物件の取扱いについて（昭和３４年３月１

２日建設省会発第７４号）の記の２の（５）の規定により算出した額をいう。）に補

助の対象となった経費に対する補助金の割合に乗じて得た金額を県に納付しなければ

ならない。ただし、知事の承認を得て同種の補助事業に備品及び材料を継続して使用

する場合には、この限りではない。 

 

（書類の整備等） 

第１２条 組合等は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ

当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年

度から５年間かつ事業の換地処分の公告があった日の翌年度末まで保管しなければな

らない。なお、県との協議により保管期間を変更することができるものとする。 

３ 前項に規定する保管期間を経過する前に組合等が解散しようとするときは、組合等

の主たる事務所を管轄する市町村の長に第１項に規定する帳簿及び証拠書類を引き継

がなければならない。 

 

（書類の経由） 

第１３条 規則に基づき知事に提出する書類は、組合等の主たる事務所を管轄する市町

村の長を経由しなければならない。 

 

 

 

























別紙３（第13条関係） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 
 当補助事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期

間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。この誓

約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっ

ても、異議は一切申し立てません。  
 

記 
 
（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（埼玉県暴力団排除条例（平

成23 年埼玉県条例第39 号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役

員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）であるとき。  
（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。  
（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いるとき。  
（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難さ

れるべき関係を有しているとき。 
（５）補助事業を実施するに当たり、法人等が、第三者と委託契約その他の契約（以

下「委託契約等」という。）を締結する場合に、その相手方が（１）から（４）

までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認めら

れるとき。 
（６）補助事業を実施するに当たり、法人等が、（１）から（４）までのいずれかに

該当する第三者と委託契約等を締結する場合（（５）に該当する場合を除く。）

に、埼玉県が法人等に対して当該委託契約等の解除を求め、法人等がこれに従わ

なかったと認められるとき。 
 
 
   所  在  地：                                         
 
      事 業 者 名：                                       
 
      代表者職・氏名：                                        
 
 






























































